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広報マンレポート　
　学校では得られない経験を通じて、たくましく生
きる力を育むために、鳩山中学校で平成 12 年から

行われている ｢中学生社会体験チャレンジ事業｣。

　今月号は、鳩山町役場で職場体験した、中学生４

人の広報紙づくりなどの様子をレポートします。
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︵
左
か
ら
︶
役
場
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職
場
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験
し
た
小

川
さ
ん
、
小
山
さ
ん
、
箕
輪
さ
ん
、
岩

﨑
さ
ん

この紙面は、わたしたちが企画・取材・編集
を行い、作成のお手伝いをしました。

職場体験を終えて
◆３日間という短い時間でしたが、いろいろな仕
事が体験できて良かったです。（小川 和

か ず

輝
き

さん）
◆役場の仕事は難しそうでしたが、やっているう
ちにできそうだと思う仕事が多かったです。（小

お

山
や ま

 忠
た だ

将
ま さ

さん）◆役場は堅い印象でし
たが、仕事を優しく教えてくれたりと、
３日間楽しかったです。（岩﨑 麻

ま

椰
や

さ
ん）◆皆さん明るくて優しかったです。
ダンボール運びや広報紙づくりが特に
楽しかったです。（箕

み の

輪
わ

 汐
し お

里
り

さん） ▲図書館職員にインタビューをする箕輪
さん（写真左手前）、岩﨑さん（写真左奥）

　

12
月
４
日
～
６
日
の
３
日
間
、

鳩
山
町
役
場
で
、
鳩
山
中
学
校
の

１
年
生
４
人
が
職
場
体
験
を
行
い

ま
し
た
。
生
徒
は
、
防
災
倉
庫
の

片
付
け
や
町
民
体
育
館
の
清
掃
、

農
地
に
関
す
る
図
面
や
広
報
紙
づ

く
り
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

　

広
報
紙
づ
く
り
で
は
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
や
撮
影
、
レ
イ
ア
ウ
ト
構
成

な
ど
を
行
い
、
こ
の
紙
面
の
写
真
や

左
記
の
記
事
を
作
成
し
ま
し
た
。
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12
月
６
日（
金
）に
、
図
書
館
を

取
材
し
ま
し
た
。司
書
の
方
か
ら
、

色
々
な
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

︱
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か
。

　

平
成
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年
で
す
。

︱
利
用
者
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は
何
人
で
す
か
。

　

年
間
で
３
万
５
６
７
人
で
す
。

月
間
だ
と
２
５
０
０
人
、
１
日
あ

た
り
で
は
１
１
０
人
の
方
が
利
用

し
て
い
ま
す
。

︱
本
な
ど
の
置
き
場
所
で
工
夫
し

て
い
る
点
は
あ
り
ま
す
か
。

　

絵
本
は
、
子
ど
も
が
取
り
や
す

い
よ
う
に
、
本
棚
の
低
い
と
こ
ろ

に
置
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
物
語

や
新
刊
な
ど
は
、
出
入
り
口
付
近

に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

◆
取
材
に
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
工

夫
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
も
図
書
館
を
利

用
し
た
い
で
す
。

　

鳩
山
中
学
校
に
取
材
！

　

鳩
山
中
学
校
に
も
取
材
へ
。

︱
な
ぜ
職
場
体
験
を
毎
年
行
っ
て

い
る
の
で
す
か
。

　

社
会
に
出
た
と
き
、
自
分
の
た

め
に
な
り
ま
す
し
、
自
分
の
足
り

な
い
こ
と
に
も
気
づ
き
ま
す
。

︱
や
って
ほ
し
い
こ
と
は
何
で
す
か
。

　

学
校
で
学
ん
だ
こ
と
を
活
か
し

て
ほ
し
い
で
す
。

◆
お
話
を
受
け
、
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
、
そ
れ
を

社
会
で
生
か
し
て
い
き
た
い
と
感

じ
ま
し
た
。

お話を伺った
鳩山中学校教諭
　松井　守先生

【
町
内
】
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ブ
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ニ
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友
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ス
ピ
タ
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▼
ゴ
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ラ
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鳩
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▼
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ン
ト
リ
ー
ク

ラ
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▼
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宙
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機
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球

観
測
セ
ン
タ
ー
▼
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
い

こ
い
の
里
▼
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
▼
真
光
寺
▼
金こ
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澤た
く

寺じ

▼
西
入
間
広

域
消
防
組
合
鳩
山
分
署
▼
ひ
ば
り
保
育

園
▼
町
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鳩
山
幼
稚
園
▼
石
坂
幼
稚
園

▼
町
立
今
宿
小
学
校
▼
町
立
鳩
山
小
学

校
▼
町
立
亀
井
小
学
校
▼
町
立
図
書
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▼
町
中
央
公
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▼
町
役
場

【
町
外
】

▼
サ
ロ
ン
・
ド
・
ジ
ュ
ン
▼
Ｊ
マ
ー
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坂
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▼
コ
モ
デ
ィ
イ
イ
ダ
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入
西
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▼
埼
玉
県
こ
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も
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自
然
公
園
▼
ラ
ブ
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ー
ワ
ン

ファミリーマート鳩山ニュータウ
ン店で職場体験した吉田さん

（左）、横沢さん（右）

ありがとう
ございました

お
世
話
に
な
っ
た

職
場
体
験
学
習
先
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不
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︶
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はとやま

雑　　感
町長　小峰孝雄

　先日、鳩山中学校でふれあい講演会が
開催されました。今年の講師は、電波天
文学者である阪本成一氏でした。阪本氏
は、現在、宇宙航空研究開発機構(JAXA)
宇宙科学研究本部教授で、映画にもなっ
た小惑星イトカワのサンプルを持ち帰っ
た「はやぶさ」の開発に関わった方です。

★
　昨年５月に先生の講演をお聞きする機
会がありました。講演終了後「JAXA の
地球観測センターのある鳩山町の町長の
小峰です。天体観測が趣味です。」と挨拶
したところ話が弾み、その後メールのや
りとりがあり、今回の企画へとつながり
ました。

★
　今回の講演の演題は、「宇宙と夢への挑
戦」でした。小惑星イトカワのサンプル入
手に成功した理由を、「①新たな課題を選
び大胆に挑戦したこと」「②仕事への愛」

「③根性」「④皆の意見を聞き皆で考えた
こと」「⑤できない理由ではなく、どうし
たらできるかを考えたこと」と子どもたち
に語っていただきました。

★
　教育というと学力向上のみに関心がい
きやすいですが、私はもっと幅広く考え
るべき、と思っています。「将来の夢や希
望を育み、その夢や希望を実現する」いわ
ゆる自己実現を手助けすることこそ、教
育の最も大切な役割ではないかと思って
います。

★
　中学の卒業式で、必ず話すことがあり
ます。「たった一度しかない人生です。そ
のたった一度しかない人生を、決して悔
いることのないよう、将来の夢や希望を
ぜひ実現してください。そ
のために今、学んでくださ
い。体を鍛えてください。
友達をたくさん作ってくだ
さい。」
　これからも、子どもたち
の夢や希望を育む取り組み
ができればと思っています。

【今月のテーマ】 ふれあい講演会

消費者被害の未然・拡大防止を効果的に呼びかけるため、埼玉県
消費生活支援センターから配信されている事例をご紹介します。

携帯電話で融資？アルバイト！？
　【事例１】
　　お金がすぐに必要になったので、インターネットに
「即日、低金利で融資する」と広告していた業者に電話
で借金を申し込んだ。その業者から、スマートフォン
を２台契約して業者に送り、その契約書もＦＡＸする
よう指示され、そのとおりにした。業者から、さらに
家電製品を購入して送るように言われたので、「話が違
う」と言ったら、２万円だけ先に融資された。借金の
返済方法は言われていない。今後どうすればよいか。

　【事例２】
　　友人に「携帯のバイトがある」と誘われた。通話料
金などを負担する必要はないと説明され、携帯電話を
９台契約して、それぞれの契約書と自分の免許証のコ
ピーを渡し、その場でバイト料をもらった。

　　契約書に記入した銀行口座を解約するよう指示され
たが、今後、自分に請求書がくるのではないかと不安
になった。携帯電話会社に確認しようとしたが、契約
した携帯番号すら不明で、どうしたらよいか分からない。

　自分名義の携帯電話等を携帯電話事業者に無断で他人に譲
渡することは、携帯電話不正利用防止法で禁止されています。
　このようにして譲渡された携帯電話は、振り込め詐欺、ヤ
ミ金融業者の督促行為や架空請求メールの送信などに悪用さ
れる可能性があります。消費者が、知らないうちに犯罪行為
に加担することになりかねません。

こんなときどうしたらいいの？
①　自分名義の携帯電話は、絶対に他人に譲渡してはいけません。
② 　消費者が「融資のため」「アルバイトのつもり」と思って

いても、利用料金は名義人である消費者に請求されます。解
約するには解約料を支払う必要があり、携帯電話を分割払い
で購入した場合には、残りの代金を支払う義務もあります。

③ 　利用料金を支払わず、解約もせずに放置しておくと、料
金滞納者として扱われます。もともと使っていた携帯電話
さえも利用できなくなる可能性があります。

④ 　自分名義の携帯電話を他人に渡してしまうようなトラブ
ルに巻き込まれたら、すぐに携帯電話会社に連絡し、事情
を説明して利用停止や解約の手続きを取りましょう。

⑤ 　犯罪に利用される可能性もあることから、警察にも申し
出ておきましょう。

⑥　ＳＮＳ(※) で誘われる事例もあります。ＳＮＳ利用者か
　らの情報だからと言って安易に信用してはいけません。
　※ フェイスブックやツイッターなどのコミュニケーション
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問合せ：役場産業振興課296-5895
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